
交 通 規 制 の お 知 ら せ （ 協 力 依 頼 ）

警 備 警 察 活 動 の た め 、 ７ 月 ４ 日 （ 木 ） と ７ 月 ５ 日 （ 金 ）
の 両 日 、 交 通 規 制 が 行 わ れ ま す 。

★ ７ 月 ４ 日 の 午 後 に 行 わ れ る 交 通 規 制
・ 遠 野 方 面 か ら 花 巻 方 面 に 向 か う 車 両 を 規 制
（ 国 道 ２ ８ ３ 号 ）

★ ７ 月 ５ 日 の 午 前 に 行 わ れ る 交 通 規 制
・ 住 田 方 面 か ら 遠 野 方 面 に 向 か う 車 両 を 規 制
（ 国 道 ３ ４ ０ 号 、 赤 羽 根 峠 ）

・大船渡方面から住田方面に向かう車両を規制
（ 国 道 １ ０ ７ 号 、 白 石 峠 ）

★ ７ 月 ５ 日 の 午 後 に 行 わ れ る 交 通 規 制
・ 一 関 方 面 か ら 陸 前 高 田 方 面 に 向 か う 車 両 を 規 制
（ 一 関 大 東 線 及 び 国 道 ３ ４ ３ 号 、 笹 ノ 田 峠 ）

御 不 便 を お か け し ま す が 、 皆 様 の ご 協 力 を
お 願 い 致 し ま す 。

岩 手 県 警 察 本 部
【 交 通 規 制 課 交 通 管 制 セ ン タ ー ０ １ ９ － ６ ５ ３ － ０ １ １ ０ 】



大迫町

宮守町

ＩＣ

規　制　内　容

９時頃から、Ｒ３４０を赤羽根経由で遠野方面へ進行する車両の規制

7
月
4
日

規制箇所

岩根橋

鱒沢

宮守ＩＣ

日影橋

１４時半頃から、Ｒ２８３を遠野バイパス方面に進行する車両の規制

規　制　内　容

7
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5
日

規制箇所

川口交差点

権現堂交差点

大原交差点

摺沢交差点

１３時頃から、Ｒ２８３を花巻方面へ進行する車両の規制

１３時頃から、国道２８３号へ住田方面から進行する車両の規制

１４時半頃から、Ｒ２８３を鱒沢方面へ進行する車両の規制

１０時頃から、Ｒ１０７を白石峠経由で住田方面へ進行する車両の規制

１５時半頃から、Ｒ３４３を笹ノ田峠経由で陸前高田方面へ進行する車両の規制

中下交差点

１６時半頃から、Ｒ３４３を笹ノ田峠経由で陸前高田方面へ進行する車両の規制

１７時頃から、一関大東線を東山方面へ進行する車両の規制
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石
市

　　　峠交通規制が行われる道路

東大橋袂交差点

１３時頃から、Ｒ２８３を花巻方面へ進行する車両の規制

　　交差点名　迂回路

Ｒ２８３

旧 Ｒ２８３

東和ＩＣ

７月４日の交通規制

遠野バイパス

Ｒ２８３

東北横断自動車道

一
関

陸前高田市
東山町

Ｒ３４３

宮守ＩＣ

大船渡市

Ｒ４５

大
東
町

宮守ＩＣ

Ｒ４ 渋民

凡　　　　　　　例

一関市
Ｒ２８４

Ｒ４

Ｒ３４０

猿沢

Ｒ３４３

Ｒ１０７ 至釜石市
Ｒ４５６

Ｒ１０７ Ｒ３４０

江刺区

Ｒ３９７
住田町
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Ｒ３４０

滝観洞ＩＣ

花巻市
東和町 Ｒ３９６

Ｒ２８３
遠野市

北上市

東北横断自動車道

７月５日の交通規制
至盛岡市

Ｒ４ 至盛岡市

Ｒ２８３

Ｒ１０７

Ｒ２８３
Ｒ１０７

Ｒ４

奥州市防
災
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遠野市

Ｒ３９６
谷沢地内

東和ＩＣ

盛岡市

Ｒ４

石鳥谷町

東和町

岩手県警察本部

竹駒町

気仙沼市川崎町 千厩町

飯
森
峠

Ｒ２８４

Ｒ４５

至一関市

交 通 規 制 概 略 図

※　規制時間は概ね３０分間となりますが、交差点によって若干異なることがあります。　　　 ※　上記交差点は、あくまでも主要な交差点のみをあげています。

Ｒ１０７

至住田町・大船渡市

至二戸市、青森県

花巻市

北上市

Ｒ３９６

荷沢峠

鱒沢

岩根橋

日影橋

白石屋

中下

赤羽根峠

白石峠

笹ノ田峠

種山峠

権現堂

川口

東大橋 摺沢

荷沢峠

大原

鱒沢

柴宿

凌沢
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